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補助率 ：国 １０／１０

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）

○ 介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠。

今後は、感染による重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスが必要となる介護サービスの特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継
続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要。

○ そこで、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを再開し、継続的に提供するための支援を導入。

○ また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給する。
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○感染症対策を徹底した上での介護サービス提供を支援【事業者支援】

（感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対
応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等の感染症対策
実施のためのかかり増し費用）

○今後に備えた都道府県における消毒液・一般用マスク等の備蓄や緊急時の応援
に係るコーディネート機能の確保等に必要な費用【都道府県支援】

○ 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に
勤務し利用者と接する職員に対して慰労金（20万円）を支給
○ 上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金（5万円）
を支給

○ ケアマネジャーや介護サービス事業所によるサービス利用休止中の
利用者への利用再開支援（アセスメント、ニーズ調査、調整等） 等
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既存事業の増額 3,000億円 ※ このほか、一次補正の都道府県負担分（1,490億円）を二次補正において国費で措置

・⼊院患者を受け⼊れる病床の確保、医療従事者の宿泊施設確保、消毒等の⽀援
・⼊院医療機関における⼈⼯呼吸器、体外式膜型⼈⼯肺（ECMO）、個⼈防護具、簡易陰圧装置、簡易病室等の設備整備
・軽症者の療養体制の確保、⾃宅療養者の情報通信によるフォローアップ
・帰国者･接触者外来等におけるHEPAフィルター付き空気清浄機､HEPAフィルター付きパーテーション､個⼈防護具､簡易診療室等の設備整備
・重症患者に対応できる医師、看護師等の⼊院医療機関への派遣
・DMAT・DPAT等の医療チームの派遣
・医師等が感染した場合の代替医師等の確保
・新型コロナウイルス感染症対応に伴う救急医療等地域医療体制の継続⽀援、休業等となった医療機関等の再開等⽀援
・外国⼈が医療機関を適切に受診できる環境の整備
・帰国者・接触者相談センターなど都道府県等における相談窓⼝の設置
・患者搬送コーディネーター配置、広域患者搬送体制、ドクターヘリ等による搬送体制の整備
・都道府県における感染症対策に係る専⾨家の派遣体制の整備
・地⽅衛⽣研究所等におけるPCR検査機器等の整備

新型コロナウイルス感染症緊急包括⽀援交付⾦（医療分）

○ 新型コロナウイルス感染症の事態⾧期化・次なる流⾏の波に対応するため、新型コロナウイルス感染症緊急包括⽀援
交付⾦を抜本的に拡充し、新型コロナ対応を⾏う医療機関に対する⽀援と併せて、その他の医療機関に対する⽀援を実
施することにより、都道府県における医療提供体制の更なる整備や感染拡⼤防止等を推進する。

【実施主体】都道府県（市区町村事業は間接補助） 【補助率】国10/10
※ 補正予算成⽴後、本年4⽉に溯って適⽤

新規事業の追加 11,788億円
・重点医療機関（新型コロナウイルス感染症患者専⽤の病院や病棟を設定する医療機関）の病床の確保
・重点医療機関等における超⾳波画像診断装置、⾎液浄化装置、気管⽀ファイバー等の設備整備
・患者と接する医療従事者等への慰労⾦の⽀給
・新型コロナウイルス感染症疑い患者受⼊れのための救急・周産期・⼩児医療機関の院内感染防止対策
・医療機関・薬局等における感染拡⼤防止等のための⽀援

令和２年度二次補正予算：16,279億円
（一次補正：1,490億円）
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クラスター発生時の看護職員の派遣の仕組み

都道府県看護協会
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